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＜法令等の表記について＞ 

本資料では、下記の法令等について以下の略称を用います。 

なお、本資料において、マンション標準管理規約及び同コメントは、別段の

記載がない限り、単棟型を前提にしています。 

 

・建物の区分所有等に関する法律                    → 区分所有法 

・マンション標準管理規約                     → 標準管理規約 

・マンション標準管理規約コメント          → 標準管理規約コメント 

・マンション標準管理委託契約書           → 標準管理委託契約書 

・マンション標準管理委託契約書コメント → 標準管理委託契約書コメント 

・マンションの管理の適正化に関する指針          → 適正化指針 

・マンションの管理の適正化の推進に関する法律         → 適正化法 

・マンションの建替え等の円滑化に関する法律    → 建替え円滑化法 

・マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替えの 

円滑化に関する法律の一部を改正する法律 →  

それぞれ 改正適正化法  改正建替え法           
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Ａ１．今回の改正では、管理組合がマンションを適正に管理するとともに、

行政がマンションの管理の適正化を推進するための施策を講じる為、国によ

る基本方針の公表、地方公共団体の積極的関与を図るための制度等を創設

し、マンション管理水準の一層の底上げを目指すことを意図しています。 

１.何故改正が必要なのかについて 

数年前より、建物の老朽化、区分所有者の高齢化という「２つの老い」がマ

ンションを取り巻く課題として認識されていますが、将来に向け放置出来な

い下記の課題等に対処する為今回の法改正に至りました。 

（１）築４０年を超えるマンションの増加 

築４０年超の高経年マンションは平成元年末約９２万戸で、マンションス

トック総数の１４％を占めます。 

１０年後には２．３倍の２１４万戸、２０年後には４．２倍の３８５万戸

に急増する予測が示されています。 

（２）区分所有者の高齢化・非居住化 

経年とともに、区分所有者の高齢化・非居住化（賃貸・空き住戸化）が進

行するとともに、管理組合の役員の担い手不足、総会運営や集会の決議が

困難になる等の問題が発生しつつあります。 

（３）適切な長期修繕計画・修繕積立金の不足 

適切な修繕積立金額（計画期間２５年以上の長期修繕計画に基づく修繕積

立金の額）を設定しているマンションの割合は、平成３０年度に於いても

５４％にとどまっており、更に積立金が計画に比べて不足しているマンシ

ョンが３５％程度と、将来に向け適切な建物の維持・管理が課題です。 

（４）管理不全マンションの発生 

適切な管理・再生が行われず、居住者・近隣住民等の生命・身体に危険を

生じるマンション（管理不全マンション）が発生した場合、その対応に

Ｑ１.令和２年６月に適正化法が一部改正されましたが、どのように改正

されたのですか？ 
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は、多大な時間的・金銭的コストを要しますが、現に事例が発生していま

す。 

 

２．今回の改正に於ける３つの注目点について 

（１）国による基本方針の策定・公表（改正適正化法第３条） 

改正前は適正化法第３条において、国はマンション管理の適正化の推進を図

るため、管理組合によるマンションの管理の適正化に関する指針を定め、こ

れを公表しましたが、今回の改正では、新たに国は、行政の施策等を盛り込

んだ総合的な基本方針として「マンションの管理の適正化の推進を図るため

の基本的な方針」を法制化し、公表しました。 

（国土交通省告示第１２８６号 令和３年９月２８日公表）詳細は後述 

 

（２）地方公共団体によるマンション適正化の推進 

       ※事業主体は市及び特別区（市区以外の区域は都道府県） 

本来マンション管理は、管理組合の自主的な取り組みに依るものですが、昨

今のマンションを取り巻く課題等を踏まえ、マンション管理に関する地方公

共団体の関与を法制化し、管理組合の取り組みを後押しし、マンション管理

の適正化の推進の底上げを図ることとしています。 

地方公共団体の作成できる施策、措置等の概要（詳細は後述） 

ア．マンション管理適正化推進計画の策定（改正適正化法第３条の２） 

国の基本方針に基づき、管理の適正化の推進を図るための施策に関す

る事業等を作成することができます。（作成は地方公共団体の任意） 

イ．管理計画認定制度（改正適正化法第５条の３～１０）  

マンション管理適正化推進計画を作成した地方公共団体は適切な管理

計画を有するマンションを認定することができます。（まずは地方公

共団体がマンションの現状把握等をおこない「マンション適正化推進

計画」を作成した後でないと、この制度は実施されません。） 

ウ．管理適正化のための指導・助言等（改正適正化法第５条の２） 



 

 

 

7 

管理の適正化のために、必要に応じて、管理組合に対して助言・指導

及び勧告等ができます。 

（３）管理組合等の努力義務を明確に規定(改正適正化法第５条） 

   国及び地方公共団体が講ずるマンションの管理の適正化の推進に関す  

   る施策に協力するよう努めなければならないと明記されました。 

 

 

 

Ａ２.改正適正化法第３条に於いて、国土交通大臣は、マンションの管理の適

正化の推進を図るための基本的な方針（以下「基本方針」という）をさだめ

なければならないとされ、基本方針を定め、又はこれを変更したときは遅滞

なく、これを公表しなければならないと規定されました。この規定に基づ

き、令和３年９月２８日に、国土交通省告示第１２８６号として公表されま

した。 これにより、従来の適正化指針（平成１３年国土交通省告示第１２

８８号）は廃止されました。 

以下、概要について国土交通省の広報資料より引用して記載しておきます。 

国土交通省 Press Release（令和３年９月２８日公表資料より抜粋） 

 「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」（概要）  

マンションは都市部を中心に重要な居住形態となっている一方、その維持管

理には多くの課題があることを踏まえ、管理組合がマンションを適切に管理

するとともに、行政がマンションの管理状況等を踏まえて、管理適正化の推

進のための施策を講じることが必要であることを記載。 

Ｑ２．改正適正化法に於ける「国による基本方針」とはどのような内容で

すか？ 



 

 

 

8 

１．  マンションの管理の適正化の推進に関する基本的事項 

管理組合、国、地方公共団体、マンション管理士、マンション管理業

者等の関係者について、それぞれの役割を記載するとともに、相互に

連携してマンションの管理適正化の推進に取り組む必要があることを

記載 

２．  マンションの管理の適正化の推進に関する目標の設定に関する事項 

地方公共団体は、国の目標を参考にしつつ、区域内のマンションの状

況を把握し、実情に応じた適切な目標を設定することが望ましいこと

を記載。 

３．  管理組合によるマンションの管理の適正化の推進に関する基本的な指

針（マンション管理適正化指針）に関する事項 

マンションの管理の適正化のために管理組合及び区分所有者等が留意

すべき事項を記載するとともに、地方公共団体が助言、指導等を行う

場合の判断基準の目安及び管理計画の認定基準を記載。 

４．  マンションがその建設後相当の期間が経過した場合その他の場合にお

いて当該マンションの建替えその他の措置に向けたマンションの区分

所有者等の合意形成の促進に関する事項 

建設後相当の期間が経過したマンションについて、修繕等のほか、要

除去認定に係る容積率特例等を活用した建設等を含め、どのような措

置をとるべきかを区分所有者と調整して合意形成を図ることが重要で

あることを記載。 
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５．  マンションの管理の適正化に関する啓発及び知識の普及に関する基本

的な事項 

国、地方公共団体、マンション管理適正化推進センター、マンション

管理士等は、相互に連携し、ネットワークを整備するとともに、管理

組合等に対する必要な情報提供及び相談体制の構築等を行う必要があ

ることを記載。 

６．マンション管理適正化推進計画の策定に関する基本的な事項 

   地方公共団体においては、地方の実情を踏まえた上で関係団体と連携 

   しつつマンション適正化推進計画を策定することが望ましいことを記

載し、同計画策定にあたって留意すべき事項を記載。 

６．  その他マンションの管理の適正化の推進に関する重要事項 

その他、マンション管理士制度の一層の普及促進や管理計画認定制度

の適切な運用等のマンションの管理の適正化の推進に関する重要事項

を記載。 

 

以上ですが、この基本方針の詳細は、国土交通省告示第１２８６号で

ご確認できます。 
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Ａ３.マンション管理の主体は、管理組合であり区分所有者等である事

は変わりませんが、昨今のマンションを取り巻くさまざまな課題等を

踏まえ、マンション管理の適正化のために行政の役割をより強化する

必要があり、改正適正化法第 4 条において「国及び地方公共団体は、

マンション管理の適正化の推進を図るため、必要な施策を講ずるよう

努めなければならない」と規定されました。 

具体的には、地方公共団体（市や東京２３区の区域内は市区、町村の

区域は都道府県。以下同じ）が任意に国の基本方針に基づき独自計画

を盛り込んだ「マンション管理適正化推進計画」を策定したり、この

計画を策定した地方公共団体が、管理組合が作成した管理計画を認定

する「管理計画認定制度」を導入したり、計画策定の有無に関わら

ず、地方公共団体が必要に応じて管理組合に対して指導、助言及び勧

告をすることが出来るようになりました。 

 

 

 

 

 

Ｑ３．改正適正化法に於ける地方公共団体の役割について教えてくださ

い。 
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Ａ４.改正適正化法第３条の２の規定により、地方公共団体は国の基本方針に

基づき、管理の適正化を図るための施策に関する事項等を定める計画を

任意に作成することができるようになりました。 

  具体的には、区域内に於けるマンションの状況を把握するために講ずる

措置に関する事項（管理組合への訪問・アンケートの実施、届け出条例

の制定等）や区域内のマンションの管理の適正化の推進を図るための施

策に関する事項（市区独自の管理水準追加も可）を計画に盛り込むこと

も想定されます。 

  計画の運用開始は、令和４年４月１日からとなりますが、計画策定は各

自治体の自主的取り組みとなる為、区域によって計画内容、導入時期等

が異なることが想定されますので、お住いの行政機関の広報等でご確認

願います。 

 

 

   

   

Ａ５.改正適正化法第３条第２項第３号に於いて国は「マンション適正化指

針」を定めなければならないと規定しています。（令和３年９月２８日国土

交通省告示第１２８６号において内容が公表されています） 

Ｑ４．地方公共団体による「マンション管理適正化推進計画」とはどのよ

うな内容ですか？ 

Ｑ５．地方公共団体による「指導、助言及び勧告」とは、どのような内容

ですか？ 
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これに基づき、改正適正化法第５条の２の規定により、都道府県等（「マン

ション管理適正化推薦計画」を作成していない場合も含む）は、適正化指針

に即し、必要に応じて管理組合の管理者等に対し、助言及び指導ができるよ

うになりました。 

また同５条の２第２項の規定により、都道府県知事等は、管理組合の運営が

「マンション適正化指針」に照らして著しく不適切であることを把握した時

は、当該管理組合の管理者等に対し、マンション管理適正化指針に即したマ

ンション管理を行うよう勧告することができると規定しています。 

以上のように地方公共団体がマンションの適正な管理のため、従来以上に踏

み込んだ措置等をとることができるようになりました。 

 

 

 

 

 

Ａ６.マンション管理組合が、自らのマンションにおける管理計画（※１）を

作成し、区域の地方公共団体（※２）に提出し、一定の基準を満たす場

合、地方公共団体の長による認定を受けることが可能となる制度です。 

 （※１）認定の基準を踏まえた計画（国土交通省令第 70 号で公表） 

 （※２）認定には、マンションが所在する地方公共団体がマンション管理

適正化推進計画を作成していることが必要です。 

この制度を活用し、認定を取得したマンションについては、 

・適正に管理されたマンションであることが市場において評価される。 

Ｑ６.地方公共団体による「管理計画認定制度」とはどのような内容です

か？ 
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・区分所有者全体の管理への意識が向上し、管理水準の底上げが期待でき

る。 

などの効果が想定され、売却・購入予定者のみならず、マンションに継続し

て居住する区分所有者にとってもメリットが期待されています。 

 

この制度はマンション管理適正化推進計画を策定した地方公共団体が任意に

運用できるものであり、区域によって独自の上乗せ基準がある場合や、運用

開始時期等についても地域の実情によって異なることが想定されます。 

お住いの行政機関の広報等ご確認をお願い致します。 

管理計画認定の流れ＜イメージ＞を国土交通省 Press Release（令和３年９月

２８日公表資料）より抜粋して記載しておきます。 

 

補足 管理計画の認定申請（認定・更新・変更）には、総会決議が必要で

す。 標準管理規約の一部改正により、規約第４８条第８号に明記 
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Ａ７.国土交通省の令和３年９月２８日付け公表資料によりますと、管理計画

認定制度の申請手続きについては、（公財）マンション管理センターによる

「管理計画認定支援サービス」を導入することにより、管理組合による認定

申請の円滑化及び地方公共団体における審査事務負担の軽減を図ることを検

討中としています。 

このサービスについての詳細は後日公表されますが、概略以下の通りです。 

・管理組合は管理計画認定支援システム（インターネット上の電子システ

ム）を利用することで、管理計画認定制度の申請手続きをオンライン上で行

うことができ、地方公共団体にスムーズに申請することが可能となる予定で

す。 

・管理計画認定にあたっては、マンション管理センターが実施する、事前確

認にかかわる講習を受けたマンション管理士が事前確認をおこない、認定基

準を満たすものは（公財）マンション管理センターにて適合証を発行されま

す（※）発行を受けたものについては、地方公共団体（確認主体）は、その

審査の事務手続きを省略することが可能となります。 

（※）地方公共団体独自で上乗せ基準が設けられている場合は、別途地方公

共団体による審査が必要です。 

・事前確認を行う場合は、他団体のマンション管理の評価サービス[（一社） 

ンション管理業協会による「マンション管理適正評価制度」及び（一社）日 

Ｑ７.管理計画の認定申請はどのようなルートでするのですか？ 



 

 

 

15 

本マンション管理士会連合会による「マンション管理適正化診断サービス」] 

についても併せて申請が可能とされており、マンション管理に関するワン          

ストップサービスが期待できる仕組みとなる予定です。 

 

 

 

 

 

この「管理計画認定手続支援サービス及び事前確認」を含む申請方法の詳細

については現在検討中であり、後日公表される予定です。 
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Ａ.管理組合に於いては、改正適正化法の内容をよく理解して、行政の施策及

び管理計画認定基準等参考に、適正な組合運営をされることが望まれます。 

また管理計画策定等専門的知識が必要となる場合もありますので役員の負担

軽減と適正な運営の為、マンション管理士等外部専門家の活用も考慮されて

はと考えます。 

改正適正化法第５条（管理組合等の努力）に於いて、 

「管理組合は、マンション管理適正化指針（管理組合がマンション管理適正

化推進計画が作成されている都道府県等の区域内にある場合にあっては、マ

ンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針。）の定

めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう自ら努めるととも

に、国及び地方公共団体が講ずるマンションの管理の適正化の推進に関する

施策に協力するよう努めなければならない。」と規定されています。 

今回の改正で行政の関与が強化されたことを踏まえ、従来、各管理組合独自

の運営に任されていた管理の在り方は尊重しつつ、客観的評価基準に照らし

て常に軌道修正できる管理に改善することを試みることで高経年化等に伴う

管理不全リスクを事前に回避できるのではないでしょうか。 

管理組合に於いては認定基準を念頭に置いた建物の維持管理、スムーズな合

意形成に向けた組合運営等をおこない、市場における資産価値の維持向上に

努めることがより大切となるでしょう。 

 

Q８.改正適正化法により管理組合は今後どのような点に留意すべきでしょ

うか？ 
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Ａ９.令和２年６月２２日マンション標準管理規約及びマンション標準管理規

約コメントが一部改正されました。 

主な改正内容は、新型コロナ感染拡大を防ぐためのＩＴを活用した会議の開

催、宅配事情による置き配を認める場合の留意事項、専有部分配管工事を共

用部分配管と一体的に行う場合の修繕積立金からの工事費の拠出等について

必要な規定の整備がなされています。 

規約は各管理組合にとって最高自治規範であり、さまざまな判断の拠り所と

なります。その為、常に適切に現状と将来を見据えた見直しが必要です。 

改定作業に関しては専門的知識が必要となりますので、役員の負担軽減の為

にもマンション管理士等にご相談の上、適時適切に改定されることをお勧め

いたします。 

改正の概要について下記に概要を記載します。（抜粋） 

１．  ＩＴを活用した総会・理事会について 

（１）「ＷＥＢ会議システム等」の定義追加（第２条 11 号） 

（２）理事長による事務報告が IT を活用した総会等でも可能なことを 

記載（第 38 条関係コメント②） 

（３）ＩＴを活用した総会等の会議を実施するに当たっては、ＷＥＢ

会議システム等にアクセスするためのＵＲＬを開催方法として通知す

Ｑ９.マンション標準管理規約の一部が改正されましたが、改正の概要に

ついて教えてください。 
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るとが考えられることを記載（第４３条および同条関係コメント、第

５２条関係コメント） 

（４）ＩＴを活用した議決権の行使を、総会や理事会の会場において

議決権を行使する場合と同様に取り扱う場合の対応等について記載

（第４６条関係コメント（総会）、第５３条関係コメント（理事

会）） 

（５）ＩＴを活用した総会等の会議の実施が可能であることおよび定

足数を算出する際のＷＥＢ会議システム等を用いて出席した者の取扱

い等について記載（第４７条および同条関係コメント（総会）、第５

３条および同条関係コメント（理事会）） 

２．マンション内に於ける感染症の感染拡大のおそれが高い場合等の対応に

ついて、 

（１）感染症の感染拡大のおそれが高いと認められた場合における共

用施設の使用停止等を使用細則で定めることが可能であることを記載

（第１８条関係コメント） 

（２）感染症の感染拡大の防止等への対応として、「ＩＴを活用した

総会」を用いて会議を開催することも考えられるが、やむを得ない場

合に於いては、総会の延期が可能であることを記載（第４２条関係コ

メント） 

３．置き配について 

   置き配を認める際のルールを使用細則で定めることについて及び留意

事項について記載（第１８条関係コメント） 

４．専有部分配管について 
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  共用部分と専有部分の配管の一体的な工事を実施する場合に、修繕積立 

金から工事費用を拠出するときの取り扱いとして、あらかじめ長期修

繕計画において専有部分の配管の工事について定め、その工事費用を

修繕積立金から拠出することについて規約に規定するとともに、先行

して工事を行った区分所有者への補償の有無等についても十分留意す

ることが必要であることを記載（２１条関係コメント） 

５．管理計画認定および要除却認定の申請 

   昨年の適正化法及び建替え円滑化法の一部改正を踏まえ、総会の議決

事項として、管理計画の認定の申請（認定の更新および変更の認定の

申請を含む）及び要除去認定の申請を追加し、これに合わせて規定順

を整理（第４８条） 

 

その他、議事録等の「記名押印」を「署名」にする改定もなされています。 

なお、上記「主な改正概要について」の内容に関しては、 

マンション管理センター通信２０２１．９（Ｎｏ．４２９）  

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部改正（法律の施行に

向けた動き）及びマンション標準管理規約の改正について」から引用させて

頂きました。 

また、マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメントの詳細

に関しましては、国土交通省ＨＰの下記ＵＲＬからご参照願います。 

最終改正 令和３年６月２２日 国住マ第３３号 

標 準 規 約 条 文 第 １ ～ ４ 章 ま で  (mlit.go.jp) 



 

 

 

20 

   

 

 

 

Ａ１０.今回の改正では、要除去認定の対象拡大と団地に於ける敷地分割制度

が創設されました。 

改正前では、耐震性の不足（第１０２条第２項１号）のみが要除去認定の対

象でしたが、改正後、火災に対する安全性の不足（第１０２条第２項２

号）、外壁の剥落等により周辺に危害を生ずるおそれ（第１０２条第２項３

号）、給排水管の腐食等により著しく衛生上有害となるおそれ（第１０２条

第２項４号）、バリアフリー基準への不適合（第１０２条第２項５号）が追

加されました。 

またこれらの認定を受ければ建替え後の建物に対し、容積率の緩和特例が適

用されます。（ただし、マンション敷地売却事業の場合は、耐震性の不足、 

火災に対する安全性の不足、外壁の剥落等により周辺に危害を生ずるおそれ

の 3 項目のみが対象となります。） 

 また団地型マンションについては、従来、敷地分割の決議要件は、民法が

適用され全員合意が条件でしたが、今回の改正により要件が緩和されまし

た。 

団地に於いて、一部棟が耐震性不足、火災に対する安全性の不足、外壁の剥

落等により周辺に危害のおそれで要除去認定を受けた場合に限り、団地区分

所有者及び議決権の各５分の４以上の合意により、当該敷地の分割が可能と

Ｑ１０.令和２年６月に建替え円滑化法の一部が改正されましたが、改正

の概要について教えてください。 
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なりました。（給排水管の腐食等により著しく衛生上有害となるおそれ、バ

リアフリー基準への不適合については敷地分割制度の対象となりません。） 

 

なお、改正建替え法の概要につきましては、国土交通省より資料が公表され 

いますので、下記 URL からご参照願います。 

③ マ ン 建 法 改 正 概 要  (mlit.go.jp) 

 

 

◆参考法令等 

・建物の区分所有等に関する法律 ＜外部リンク＞ 

 【e-Gov 電子政府の総合窓口のページに外部リンク】 

 

・ 住 宅 ： マ ン シ ョ ン 管 理 に つ い て  - 国 土 交 通 省  (mlit.go.jp) 

 【国土交通省 マンション管理 のホームページ】 


